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【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｂ  21/14     (2006.01)
   Ｇ０３Ｂ  21/00     (2006.01)
   Ｆ２１Ｖ   9/08     (2006.01)
   Ｆ２１Ｓ   2/00     (2016.01)
   Ｈ０４Ｎ   9/31     (2006.01)
   Ｆ２１Ｙ 115/10     (2016.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｂ   21/14     　　　Ａ
   Ｇ０３Ｂ   21/00     　　　Ｆ
   Ｆ２１Ｖ    9/08     ２００　
   Ｆ２１Ｓ    2/00     ３１１　
   Ｈ０４Ｎ    9/31     　　　Ｃ
   Ｆ２１Ｙ  101:02     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成28年8月23日(2016.8.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４８】
　この第一反射ミラー143には、透過部の表面に青色反射フィルタが設けられており、第
一反射ミラー143は約５００nｍ未満の波長の光を反射し、約５００nｍ以上の波長光を青
色反射フィルタで透過するものである。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４９】
　このため、第一反射ミラー143は、図６に示したように、約４５０nｍをピーク波長とす
るレーザ光源部70からの青色波長帯域光に関しては、領域Ｂとして示すように全てを反射
し、補助蛍光部105から発せられた約５３０nｍをピーク波長とする蛍光光に関しては、背
面パネル13側に出射され蛍光光と同様に、５００nｍ前後の領域Ａとして示した一部の波
長光に関して５０パーセント以下の光量の光を反射し、蛍光光の多くは青色反射フィルタ
で透過されることになる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５７
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００５７】
　尚、この第一反射ミラー143の表面には青色反射フィルタを設けているため、青色波長
帯域光と、補助蛍光部105から発せられた蛍光光の一部とを左側パネル15方向に反射する
ものである。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６７】
　また、正面パネル12側に出射された透過部104からの蛍光光は、青色反射フィルタを表
面に設けた第一反射ミラー143で反射された後、第二反射ミラー145で反射され、第二ダイ
クロイックミラー148を透過して青色波長帯域光と共にライトトンネル175に入射される。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７５】
　尚、第一反射ミラー143に設ける青色反射フィルタは、第一反射ミラー143の表面に限る
ことなく、第二反射ミラー145の表面に設けることができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図３
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図３】

【手続補正７】
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【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図６
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図６】
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